
※イベントや講座などは中止・延期・内容が変更になる場合があります。 最新の情報は、本市公式ウェブサイトか、各問合せ先でご確認ください。

12 月福　
祉

鳥
取
市
中
央
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
お
知
ら
せ

問	

本
庁
舎
鳥
取
市
中
央
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
７

	

０
８
５
７-

20-

３
９
０
６

【
生
活
管
理
指
導
短
期
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
】

容
短
期
間
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
宿
泊

し
、
生
活
習
慣
な
ど
の
指
導
、
体
調
の

調
整
を
図
る
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
ま

す
。 

▽
利
用
施
設
：
養
護
老
人
ホ
ー

ム
鳥
取
市
な
ご
み
苑　

▽
利
用
日
数
：

年
21
日
ま
で　

対
生
活
機
能
の
低
下

が
認
め
ら
れ
、
要
介
護
・
要
支
援
の
状

態
に
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
高
齢
者
（
要

介
護
・
要
支
援
認
定
者
は
除
く
）
で
、

家
事
な
ど
の
基
本
的
な
生
活
習
慣
が
十

分
で
な
い
人　

※
家
族
介
護
者
の
心
身

の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
の
た
め
の
利
用
も
可

料
▽
基
本
料　
７
０
８
円
／
日
（
１
泊

２
日
は
２
日
間
と
計
算
）　

▽
食
事
料

朝
食
：
４
４
５
円
／
食
、
昼
・
夕
食
：

５
０
０
円
／
食

【
お
れ
ん
じ
ド
ア
と
っ
と
り
】

時
12
月
25
日
（
木
）
10:

00
〜
12:

00

所
渡
辺
病
院
南
館
１
階　

容
認
知
症

の
当
事
者
の
情
報
交
換
の
場　

料
無
料　

※
要
予
約

【
認
知
症
家
族
の
集
い
】

時
12
月
19
日
（
金
）
10:

00
〜
12:

00

所
本
庁
舎
３
階
会
議
室
３-

１

料
無
料　

※
予
約
不
要

家
族
教
室・専
門
相
談
の
ご
案
内

問	

駅
南
庁
舎
心
の
健
康
支
援
室

	

０
８
５
７-

22-

５
６
１
６

	

０
８
５
７-

20-

３
９
６
２

【
ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル

（
ゲ
ー
ム
）
等
家
族
教
室
】

時
12
月
12
日
（
金
）
13:

30
〜
15:

00

※
予
約
不
要　
所
さ
わ
や
か
会
館
３
階

第
２
研
修
室　

容
ミ
ニ
レ
ク
チ
ャ
ー

「
依
存
症
の
治
療
に
つ
い
て
」、
話
し
合

い　

▽
講
師
：
山や

ま
し
た
よ
う
ぞ
う

下
陽
三
さ
ん
（
渡
辺

病
院
副
院
長
）　

対
ご
家
族
の
ア
ル

コ
ー
ル
・
薬
物
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
（
ゲ
ー

ム
）
な
ど
で
お
困
り
の
人　

※
ご
本
人

は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

【
ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル

（
ゲ
ー
ム
）
等
専
門
相
談
】

時
12
月
12
日
（
金
）
15:

00
〜
16:

00

※
前
々
日
ま
で
に
要
予
約　

所
さ
わ

や
か
会
館
３
階
第
１
研
修
室　

対
ア

ル
コ
ー
ル
・
薬
物
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
（
ゲ
ー

ム
）
な
ど
の
問
題
で
お
困
り
の
人

※
関
係
者
か
ら
の
相
談
も
可
能

【
ひ
き
こ
も
り
家
族
教
室
】

時
12
月
23
日
（
火
）
10:

00
〜
12:

00

※
予
約
不
要　

所
さ
わ
や
か
会
館
３

階
第
２
研
修
室　

容
▽
テ
ー
マ
「
家
族

の
関
わ
り
方
と
役
割
に
つ
い
て
」
　

▽
講

師
：
山や

ま

本も
と

恵け
い

子こ

さ
ん
（
と
っ
と
り
ひ
き

こ
も
り
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
）　

対
ひ
き
こ
も
り
状
態
に
あ
る
人
の
家

族　

※
個
別
相
談
も
可
能
（
要
予
約
）

つ
な
が
り
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
研
修

問	
鳥
取
市
中
央
人
権
福
祉
セ
ン
タ
ー

	
０
８
５
７-

51-

０
２
９
５

	npo.tottori@
kyousei-s.com

時
12
月
15
日
（
月
）
14:

00
〜
16:

00

所
麒
麟
Ｓ
ｑ
ｕ
ａ
ｒ
ｅ
多
目
的
室
２
・

３　

員
40
人　

※
要
予
約　

料
無
料

募
12
月
８
日
（
月
）
ま
で
に
電
話
・

電
子
メ
ー
ル
で
問
い
合
わ
せ
先
ま
で

民
生
委
員
・
児
童
委
員
へ

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

問	

本
庁
舎
地
域
福
祉
課
（
13
番
窓
口
）

	

０
８
５
７-

30-

８
２
０
２

	

０
８
５
７-

20-

３
９
０
６

問	

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

・

 

10
㌻

問	

鳥
取
市
社
会
福
祉
協
議
会

	

０
８
５
７-

24-

３
１
８
０

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
任
期
満
了

に
伴
い
、
12
月
１
日
付
け
で
改
選
さ
れ

ま
し
た
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
地
域
の

み
な
さ
ん
の
立
場
に
立
っ
て
福
祉
に
関

わ
る
相
談
に
応
じ
、
支
援
に
つ
な
げ
て

い
ま
す
。

【
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
役
割
】

・
地
域
の
状
況
を
把
握

・
情
報
を
お
知
ら
せ

・
地
域
の
み
な
さ
ん
と
専
門
機
関
を
結

ぶ
パ
イ
プ
役

　

相
談
内
容
や
個
人
の
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

12
月
３
日
～
９
日
は

障
が
い
者
週
間

問	

本
庁
舎
障
が
い
福
祉
課
（
13
番
窓
口
）

	

０
８
５
７-

30-

８
２
１
７

	

０
８
５
７-

20-

３
９
０
７

　

障
が
い
者
週
間
を
き
っ
か
け
に
、
障

が
い
者
福
祉
へ
の
関
心
を
高
め
、
誰
も

が
お
互
い
を
尊
重
し
て
共
に
生
き
る
社

会
（
共
生
社
会
）
の
実
現
の
た
め
み
ん

な
で
協
力
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

【
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
】

　

点
字
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
足
裏
の
感
触
や

白
杖
を
横
に
振
っ
て
触
れ
る
こ
と
で
、

進
行
方
向
や
注
意
が
必
要
な
箇
所
（
階

段
や
駅
の
ホ
ー
ム
の
前
な
ど
）
を
確
認

で
き
ま
す
。

　

怪
我
や
事
故
防
止
の
た
め
、
点
字
ブ

ロ
ッ
ク
上
に
物
を
置
か
な
い
、
点
字
ブ

ロ
ッ
ク
周
辺
で
は
立
ち
止
ま
ら
な
い
な

ど
の
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
障
が
い
者
週
間
の
展
示
】

■
中
央
図
書
館　
時
12
月
３
日
（
水
）

～
９
日
（
火
）　

容
読
書
バ
リ
ア
フ

リ
ー
な
ど
の
啓
発
コ
ー
ナ
ー

■
イ
オ
ン
鳥
取
店
１
階
東
出
入
口
付
近

時
12
月
３
日
（
水
）
～
９
日
（
火
）

容
障
が
い
者
福
祉
に
つ
い
て
の
啓
発

コ
ー
ナ
ー

12
月
４
日
～
10
日
は
人
権
週
間

問	

鳥
取
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

	

０
８
５
７-

22-

２
２
８
９

問	

本
庁
舎
人
権
推
進
課
（
43
番
窓
口
）

	

０
８
５
７-

30-

８
０
７
１

	

０
８
５
７-

20-

３
９
４
５

　

法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合

会
で
は
、
毎
年
12
月
10
日
の
「
人
権

デ
ー
」
を
最
終
日
と
す
る
一
週
間
を

「
人
権
週
間
」
と
定
め
、
各
種
啓
発
活

動
や
人
権
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

お
知
ら
せ

固
定
資
産
の
異
動
連
絡

問	

本
庁
舎
固
定
資
産
税
課
（
21
番
窓
口
）

	

０
８
５
７-

30-

８
１
５
６

	

０
８
５
７-

20-

３
９
２
０

　

納
税
通
知
書
に
記
載
す
る
次
の
事
項

に
異
動
が
あ
る
と
き
は
、
電
子
申
請
に

よ
る
変
更
手
続
き
も
可
能
で
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

電
話
で
の
ご
連
絡
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

【
住
所
・
氏
名
な
ど
に
変
更
が
あ
る
と
き
】

　

市
外
に
お
住
ま
い
の
人
で
、
住
所
や

氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
り
、
送
付
先
を

変
更
し
た
い
と
き
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
申
請
で
固
定
資
産
の
所
有
者
を

変
更
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
資
産
に
変
更
が
あ
る
と
き
】

　

土
地
や
家
屋
の
用
途
の
変
更
や
、
家

屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取
壊
す
な
ど
、

所
有
す
る
資
産
に
変
更
が
あ
る
と
き
は
、

予
定
も
含
め
て
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

浄化槽の正しい維持管理
問	下水道庁舎下水道経営課

	0857-30-8392	  0857-20-3319

　大切な水環境を守るため、浄化槽の
正しい維持管理をお願いします。

■浄化槽の維持管理
◆保守点検
内　容 機械の点検・修理・消毒剤の補充

回　数 家庭用では、年に 3 ～ 4 回以上

問合せ 本市に登録された保守点検業者

◆清掃
内　容 たまった汚泥の除去

回　数 年１回（全ばっき方式は 6 カ月に 1 回）以上

問合せ 本市の許可を受けた清掃業者

◆法定検査
　浄化槽が正しく使われているか、維持管理（保
守点検・清掃）が適切に行われているかを確認。
※保守点検・清掃とは別に指定検査機関の検査が

必要。
内　容 浄化槽の外観や放流水質の検査

回　数
設置後検査：使い始めて 3～ 5カ月の間に

1回
定 期 検 査：毎年 1 回

問合せ （公財）鳥取県保健事業団
0857-23-4843

■こんなときは市への届出が必要です
・新設および構造変更　　・使用の開始
・管理者の変更　　　　　・使用の一時休止
・廃止
※公共下水道・集落排水施設の供用開始後は、遅

滞なく既存浄化槽から下水道への切替工事をお
願いします。

凡
例
　
時
＝
日
時
　
所
＝
場
所
　
容
＝
内
容
　
対
＝
対
象
　
条
＝
条
件
　
員
＝
定
員
　
数
＝
数
量
　
額
＝
支
給
・
助
成
額
な
ど

　
　
　
料
＝
料
金
　
募
＝
募
集
期
間
・
方
法
　
受
＝
受
付
　
持
＝
持
参
す
る
も
の
　
問
＝
問
い
合
わ
せ
先

情報ひろば  Information Information  情報ひろば
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